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(57)【要約】
【課題】超音波画像の解析を迅速に行なうこと。
【解決手段】表示制御部１６ａは、モニタ２にて表示さ
れた超音波画像を参照した操作者から入力装置３を介し
て超音波画像の保存要求を受け付けると、モニタ２に表
示されている超音波画像を、当該超音波画像の生成時に
おける超音波の走査領域の情報を示すビュー情報ととも
に画像メモリ１５に格納する。そして、設定情報選択部
１６ｂは、操作者によって画像解析の対象として指定さ
れた超音波画像のビュー情報を、画像メモリ１５から取
得する。そして、設定情報選択部１６ｂは、画像解析部
１８が格納している各種解析ツールから、取得したビュ
ー情報に応じた解析ツールと、選択した解析ツールを用
いて超音波画像を解析するための解析用パラメータを選
択する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に送信した超音波の反射波に基づいて生成した超音波画像を画像解析する超音波
診断装置であって、
　操作者によって画像解析の対象として指定された超音波画像の生成時における超音波の
走査領域情報に基づいて、当該超音波画像を画像解析する際の設定情報を選択する設定情
報選択手段を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　超音波画像が生成されるごとに、当該生成された超音波画像と当該超音波画像の生成時
における超音波の走査領域情報とを対応付けて所定の記憶部に格納するように制御する制
御手段をさらに備え、
　前記設定情報選択手段は、前記操作者によって画像解析の対象として指定された超音波
画像の生成時における超音波の走査領域情報を前記所定の記憶部から取得し、当該取得し
た超音波の走査領域情報に基づいて、当該超音波画像を画像解析する際の設定情報を選択
することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記操作者によって画像解析の対象として指定された超音波画像から取得した特徴量に
基づいて、当該超音波画像の生成時における超音波の走査領域情報を抽出する走査領域情
報抽出手段をさらに備え、
　前記設定情報選択手段は、前記走査領域情報抽出手段によって抽出された前記走査領域
情報に基づいて、前記操作者によって画像解析の対象として指定された超音波画像を画像
解析する際の設定情報を選択することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　被検体に送信した超音波の反射波に基づいて生成された超音波画像を画像解析する画像
解析装置であって、
　操作者によって画像解析の対象として指定された超音波画像の生成時における超音波の
走査領域情報に基づいて、当該超音波画像を画像解析する際の設定情報を選択する設定情
報選択手段を備えたことを特徴とする画像解析装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、超音波診断装置および画像解析装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、超音波診断装置には、画像診断を行なう際に有益な情報となる診断情報を超
音波画像から抽出するために、様々な解析ツールが搭載されている（例えば、非特許文献
１参照）。
【０００３】
　例えば、超音波診断装置による心臓の機能診断では、被検体に対し運動負荷あるいは薬
物負荷を与えた状態で時系列に沿って生成した超音波画像を解析することで、心筋の運動
機能を評価する「ストレスエコー法」が広く行なわれている。ストレスエコー法では、検
査プロトコルにしたがって、予め設定されたビュー名の超音波画像（例えば、肋骨左縁長
軸像、肋骨左縁短軸像、心尖部長軸像、心尖部四腔像、心尖部二腔像など）が時系列に沿
って生成される。具体的には、超音波診断装置の操作者は、ストレスエコー法の検査プロ
トコルにしたがって、超音波プローブの位置を移動させて被検体に対する超音波の走査領
域を移動させることで、予め設定されたビュー名の超音波画像の撮影を行なう。
【０００４】
　そして、操作者は、超音波診断装置に搭載されている解析ツールからストレスエコー検
査用の解析ツールを選択して起動させ、さらに、撮影した超音波画像（例えば、心尖部四
腔像など）を用いた解析を行なうための解析用パラメータを設定する。これにより、スト
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レスエコー検査用の解析ソフトウェアは、心尖部四腔像それぞれから左室の容積などを計
測して、左室容積の時系列に沿った変化率を算出することで、心筋梗塞が発生しているか
否かの診断を行なうための診断情報を抽出する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】（社）日本画像医療システム工業会編集　「医用画像・放射線機器ハン
ドブック」名古美術印刷株式会社　平成１３年、ｐ．２２８～２３１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記した従来の技術は、解析対象となる超音波画像ごとに、操作者が超音波
画像を解析するための解析ツールを選択し、さらに、選択した解析ツールによる解析を実
行させるための解析用パラメータを設定する必要がある。
【０００７】
　すなわち、上記した従来の技術は、超音波画像の解析を迅速に行なうことができないと
いう課題があった。
【０００８】
　そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、
超音波画像の解析を迅速に行なうことが可能となる超音波診断装置および画像解析装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１記載の本発明は、被検体に送
信した超音波の反射波に基づいて生成した超音波画像を画像解析する超音波診断装置であ
って、操作者によって画像解析の対象として指定された超音波画像の生成時における超音
波の走査領域情報に基づいて、当該超音波画像を画像解析する際の設定情報を選択する設
定情報選択手段を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　また、請求項４記載の本発明は、被検体に送信した超音波の反射波に基づいて生成され
た超音波画像を画像解析する画像解析装置であって、操作者によって画像解析の対象とし
て指定された超音波画像の生成時における超音波の走査領域情報に基づいて、当該超音波
画像を画像解析する際の設定情報を選択する設定情報選択手段を備えたことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１または４の発明によれば、超音波画像の解析を迅速に行なうことが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施例１における超音波診断装置の構成を説明するための図である。
【図２】図２は、表示制御部による格納制御処理を説明するための図である。
【図３】図３は、実施例１における画像メモリを説明するための図である。
【図４】図４は、実施例１における設定情報選択部を説明するための図である。
【図５】図５は、実施例１における超音波診断装置の画像保存処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図６】図６は、実施例１における超音波診断装置の設定情報選択処理を説明するための
フローチャートである。
【図７】図７は、実施例２における設定情報選択部を説明するための図である。
【図８】図８は、実施例２における超音波診断装置の設定情報選択処理を説明するための
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フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る超音波診断装置および画像解析装置の好適
な実施例を詳細に説明する。なお、以下では、本発明を実行する超音波診断装置を実施例
として説明する。
【実施例１】
【００１４】
　まず、実施例１における超音波診断装置の構成について説明する。図１は、実施例１に
おける超音波診断装置の構成を説明するための図である。図１に示すように、本実施例に
おける超音波診断装置は、超音波プローブ１と、モニタ２と、入力装置３と、装置本体１
０とを有する。
【００１５】
　超音波プローブ１は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述する
装置本体１０が有する送受信部１１から供給される駆動信号に基づき超音波を発生すると
ともに、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プローブ１
は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止する
バッキング材などを有する。
【００１６】
　超音波プローブ１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検体
Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号とし
て超音波プローブ１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信号の
振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。なお
、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場合の
反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して
、周波数偏移を受ける。
【００１７】
　なお、本発明は、複数の圧電振動子が一列で配置された１次元超音波プローブである超
音波プローブ１により、被検体Ｐを２次元で走査する場合であっても、１次元超音波プロ
ーブの複数の圧電振動子を機械的に揺動する超音波プローブ１や複数の圧電振動子が格子
状に２次元で配置された２次元超音波プローブである超音波プローブ１により、被検体Ｐ
を３次元で走査する場合であっても、適用可能である。
【００１８】
　入力装置３は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスクリ
ーン、フットスイッチ、トラックボールなどを有し、超音波診断装置の操作者からの各種
設定要求を受け付け、装置本体１０に対して受け付けた各種設定要求を転送する。例えば
、入力装置３は、操作者からの画像保存要求などを受け付ける。
【００１９】
　モニタ２は、超音波診断装置の操作者が入力装置３を用いて各種設定要求を入力するた
めのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１０において生成さ
れた超音波画像を表示したりする。
【００２０】
　装置本体１０は、超音波プローブ１が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成する
装置であり、図１に示すように、送受信部１１と、Ｂモード処理部１２と、ドプラ処理部
１３と、画像生成部１４と、画像メモリ１５と、制御部１６と、内部記憶部１７と、画像
解析部１８とを有する。
【００２１】
　送受信部１１は、トリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路などを有し、超音波プロ
ーブ１に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成
するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、遅延回路は、超音波プローブ１から
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発生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電振動子ご
との遅延時間を、パルサ回路が発生する各レートパルスに対し与える。また、トリガ発生
回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１に駆動信号（駆動パルス
）を印加する。すなわち、遅延回路は、各レートパルスに対し与える遅延時間を変化させ
ることで、圧電振動子面からの送信方向を任意に調整する。
【００２２】
　また、送受信部１１は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器などを有し、超音波プロー
ブ１が受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反射波データを生成する。アンプ
回路は、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補正処理を行ない、Ａ／Ｄ変換器
は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換して受信指向性を決定するのに必要な遅延
時間を与え、加算器は、Ａ／Ｄ変換器によって処理された反射波信号の加算処理を行なっ
て反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じた
方向からの反射成分が強調される。
【００２３】
　このように、送受信部１１は、超音波の送受信における送信指向性と受信指向性とを制
御する。なお、送受信部１１は、後述する制御部１６の制御により、遅延情報、送信周波
数、送信駆動電圧、開口素子数などを瞬時に変更可能な機能を有している。また、送受信
部１１は、１フレームもしくはレートごとに、異なる波形を送信して受信することも可能
である。
【００２４】
　Ｂモード処理部１２は、送受信部１１から反射波データを受信し、対数増幅、包絡線検
波処理などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデータ）
を生成する。
【００２５】
　ドプラ処理部１３は、送受信部１１から受信した反射波データから速度情報を周波数解
析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、パワ
ーなどの移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００２６】
　画像生成部１４は、Ｂモード処理部１２が生成したＢモードデータから反射波の強度を
輝度にて表したＢモード画像、ドプラ処理部１３が生成したドプラデータから移動体情報
を表す平均速度画像、分散画像、パワー画像、または、これらの組み合わせ画像としての
ドプラ画像を超音波画像として生成する。
【００２７】
　画像メモリ１５は、画像生成部１４が生成した超音波画像を記憶するメモリである。
【００２８】
　画像解析部１８は、画像メモリ１５に格納された超音波画像を解析することで、画像診
断を行なう際の診断情報を抽出する処理部である。具体的には、画像解析部１８は、格納
された超音波画像を解析するための各種解析ツールを格納している。そして、画像解析部
１８は、操作者から解析対象として指定された超音波画像を、指定された超音波画像に適
した解析ツールにより解析して診断情報を抽出する。なお、画像解析部１８については、
のちに詳述する。
【００２９】
　内部記憶部１７は、超音波送受信、画像処理および表示処理を行なうための制御プログ
ラムや、上述した診断情報や、検査プロトコルなどの各種データを記憶する。また、内部
記憶部１７は、必要に応じて、画像メモリ１５が記憶する画像の保管などにも使用される
。なお、内部記憶部１７が記憶するデータは、図示しないインターフェース回路を経由し
て、外部の周辺装置へ転送することができる。
【００３０】
　制御部１６は、超音波診断装置における処理全体を制御する。具体的には、制御部１６
は、入力装置３を介して操作者から入力された各種設定要求や、後述する内部記憶部１７
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から読込んだ各種制御プログラムに基づき、送受信部１１、Ｂモード処理部１２、ドプラ
処理部１３および画像生成部１４の処理を制御することで、超音波画像生成処理を制御す
る。
【００３１】
　ここで、実施例１における超音波診断装置は、超音波画像を画像解析部１８により解析
する場合に、以下詳細に説明するように、図１に示す制御部１６が有する表示制御部１６
ａおよび設定情報選択部１６ｂによる処理が実行されることで、超音波画像の解析を迅速
に行なうことが可能となることに主たる特徴がある。以下、この主たる特徴について、図
１とともに、図２～４を用いて説明する。なお、図２は、表示制御部による格納制御処理
を説明するための図であり、図３は、実施例１における画像メモリを説明するための図で
あり、図４は、実施例１における設定情報選択部を説明するための図である。
【００３２】
　まず、超音波診断装置の操作者は、例えば、被検体Ｐの心臓機能診断をストレスエコー
法により行なうために、入力装置３を介して、内部記憶部１７からストレスエコー法に対
応する検査プロトコルの読み出し要求を入力する。
【００３３】
　そして、入力装置３から検査プロトコルの読み出し要求を受け付けると、制御部１６の
表示制御部１６ａは、ストレスエコー法に対応する検査プロトコルを内部記憶部１７から
読み出して、読み出したストレスエコー法に対応する検査プロトコルをモニタ２にて表示
するように制御する。なお、ストレスエコー法とは、被検体Ｐに対し運動負荷あるいは薬
物負荷を与えた状態で時系列に沿って生成した超音波画像を解析することで、心筋の運動
機能を評価する検査法である。
【００３４】
　そして、超音波診断装置の操作者は、モニタ２にて表示された検査プロトコルを参照し
て、超音波プローブ１の位置を移動させることで、検査プロトコルにて予め設定されたビ
ュー名（例えば、肋骨左縁長軸像、肋骨左縁短軸像、心尖部長軸像、心尖部四腔像、心尖
部二腔像など）の超音波画像が撮影されるように、超音波の走査領域を移動させる。
【００３５】
　ここで、ストレスエコー法などの検査により、心臓機能診断を行なうために撮影される
超音波画像のビュー名の撮影時における超音波プローブ１の位置について、以下、説明す
る。
【００３６】
　「ビュー名：胸骨左縁長軸像」の撮影において、操作者は、超音波プローブ１を第３・
第４肋間の胸骨左縁からアプローチさせる。また、「ビュー名：肋骨左縁短軸像」の撮影
において、操作者は、胸骨左縁長軸像の撮影時における位置から９０度時計回りに超音波
プローブ１を回転させ、さらに、超音波プローブ１を扇状に動かすことで、異なるレベル
（僧房弁レベル、乳頭筋レベル、心尖部レベル、大動脈レベル）における短軸像の撮影が
行なわれる。
【００３７】
　また、「ビュー名：心尖部長軸像」の撮影において、操作者は、胸骨左縁長軸像の撮影
時における位置の超音波プローブ１を心尖部からアプローチさせる。また、「ビュー名：
心尖部四腔像」の撮影において、操作者は、心尖部長軸像の撮影時より超音波プローブ１
を時計方向へ９０度回転させる。また、「ビュー名：心尖部二腔像」の撮影において、操
作者は、心尖部長軸像の撮影時より超音波プローブ１を時計方向へ４５度回転させる。
【００３８】
　このように、操作者は、検査プロトコルにしたがって、超音波プローブ１から送信され
る超音波ビームの走査領域を移動させることで、各種ビュー名の超音波画像の撮影を行な
う。これにより、画像生成部１４は、各種ビュー名の超音波画像を順次生成する。
【００３９】
　なお、胸骨左縁長軸像は、大動脈と左心房と左心室との位置および壁運動や、僧帽弁前
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尖、僧帽弁後尖、大動脈弁の状態などの解析に用いられる。また、肋骨左縁短軸像（僧房
弁レベル）は、僧帽弁前尖、僧帽弁後尖および僧帽弁前後の交連が描出され、僧帽弁の器
質的変化の評価や左室壁の運動評価の解析に用いられる。また、肋骨左縁短軸像（乳頭筋
レベル）は、前後の乳頭筋が描出され、左室前壁、心室中隔、下壁、後壁および側壁の壁
運動の解析に用いられる。また、肋骨左縁短軸像（心尖部レベル）は、左心室の壁運動の
解析に用いられる。肋骨左縁短軸像（大動脈レベル）は、左冠尖、右冠尖および無冠尖の
三尖で構成される大動脈弁や右室流出路の形態や動態の解析に用いられる。
【００４０】
　また、心尖部長軸像は、胸骨左縁長軸像では観察されない心尖部を含む左室長軸像であ
り、前壁中隔、後壁の虚血性心疾患を診断するための解析などに用いられる。また、心尖
部四腔像は、左右の心腔、中隔、側壁、僧帽弁および三尖弁が描出され、左室の壁運動の
解析などに用いられる。また、心尖部二腔像は、前壁および下壁の解析や、心尖部四腔像
と同様に、左室の壁運動の解析などに用いられる。
【００４１】
　図１に戻って、表示制御部１６ａは、画像生成部１４が生成した超音波画像をモニタ２
にて表示するように制御する。
【００４２】
　そして、表示制御部１６ａは、モニタ２にて表示された超音波画像を参照した操作者か
ら入力装置３を介して超音波画像の保存要求を受け付けると、モニタ２に表示されている
超音波画像を画像メモリ１５に格納するように制御する。例えば、操作者は、入力装置３
が備える「画像保存ボタン」を押下することで、超音波画像の保存要求を入力する。
【００４３】
　ここで、表示制御部１６ａは、超音波画像を画像メモリ１５に格納する際に、検査プロ
トコルに記述されているビュー名の情報（ビュー情報）を対応付けて格納するように制御
する。すなわち、表示制御部１６ａは、超音波画像を、当該超音波画像の生成時における
超音波の走査領域の情報を示すビュー情報とともに画像メモリ１５に記憶させる。
【００４４】
　例えば、表示制御部１６ａは、図２に示すように、保存要求された超音波画像と、当該
超音波画像のビュー情報である「心尖部四腔像」とを対応付けて画像メモリ１５に格納す
る。
【００４５】
　かかる表示制御部１６ａの格納制御により、例えば、ストレスエコー法において被検体
Ｐの心尖部四腔像が時系列に沿って順次生成表示されている状態で、操作者が順次「画像
保存ボタン」を押下することで、図３に示すように、画像メモリ１５は、「画像：Ｉ２～
Ｉ６」それぞれと、「ビュー情報：心尖部四腔像」とを対応付けて記憶する。
【００４６】
　図１に戻って、設定情報選択部１６ｂは、操作者によって画像解析の対象として指定さ
れた超音波画像の生成時における超音波の走査領域の情報（ビュー情報）に基づいて、当
該超音波画像を画像解析部１８により解析する際の各種設定情報を選択する。
【００４７】
　すなわち、まず、設定情報選択部１６ｂは、操作者によって画像解析の対象として指定
された超音波画像のビュー情報を画像メモリ１５から取得する。例えば、設定情報選択部
１６ｂは、図４の（Ａ）に示すように、操作者によって「画像：Ｉ２～Ｉ６」が画像解析
の対象として指定されると、「画像：Ｉ２～Ｉ６」それぞれに対応付けられている「ビュ
ー情報：心尖部四腔像」を取得する。
【００４８】
　そして、設定情報選択部１６ｂは、画像解析部１８が格納している各種解析ツールから
、取得したビュー情報に応じた解析ツールを選択する。例えば、設定情報選択部１６ｂは
、図４の（Ｂ）に示すように、解析対象画像のビュー情報がストレスエコー法に用いられ
る「心尖部四腔像」であることから、画像解析部１８が格納している各種解析ツールから
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ストレスエコー用解析ツールを選択する。これにより、画像解析部１８は、ストレスエコ
ー用解析ツールを起動する。
【００４９】
　さらに、設定情報選択部１６ｂは、取得したビュー情報を対応付けられている超音波画
像を、選択した解析ツールを用いて解析するための解析用パラメータを選択する。
【００５０】
　例えば、設定情報選択部１６ｂは、図４の（Ｃ）に示すように、解析対象画像のビュー
情報が「心尖部四腔像」であることから、左心室の解析用パラメータとして、左心室の各
種情報を計測するための基本解析用パラメータ（距離計測、面積計測、容積計測）を設定
する。さらに、設定情報選択部１６ｂは、図４の（Ｃ）に示すように、基本解析用パラメ
ータを用いた解析結果から診断情報を抽出するための情報を算出するために用いられる応
用解析用パラメータ（容積変化率）を選択する。すなわち、設定情報選択部１６ｂは、左
心室にて梗塞が発生しているか否かの診断を行なう際に有益な容積変化率を抽出するため
の応用解析用パラメータを選択する。
【００５１】
　上述した設定情報選択部１６ｂの処理により、画像解析部１８は、ストレスエコー用解
析ツールを起動し、さらに、ストレスエコー用解析ツールを用いて操作者が解析を行なう
ための解析用パラメータが設定された解析用ＧＵＩをモニタ２にて表示させる。
【００５２】
　次に、図５および図６を用いて、実施例１における超音波診断装置の処理について説明
する。図５は、実施例１における超音波診断装置の画像保存処理を説明するためのフロー
チャートであり、図６は、実施例１における超音波診断装置の設定情報選択処理を説明す
るためのフローチャートである。なお、以下では、超音波診断装置の操作者により、検査
プロトコルが選択され、選択された検査プロトコルに応じたビュー名に対応する走査領域
にて超音波ビームが送信されることで、超音波画像が順次生成表示されている状況で実行
される処理について説明する。
【００５３】
　図５に示すように、実施例１における超音波診断装置は、表示制御部１６ａによりモニ
タ２にて表示されている超音波画像を参照する操作者から入力装置３を介して、超音波画
像の画像保存要求を受け付けると（ステップＳ１０１肯定）、表示制御部１６ａは、表示
されている超音波画像にビュー情報（例えば、心尖部四腔像など）を対応付けて画像メモ
リ１５に格納し（ステップＳ１０２）、処理を終了する。
【００５４】
　そして、図６に示すように、実施例１における超音波診断装置は、操作者から入力装置
３を介して、解析対象となる超音波画像の指定を受け付けると（ステップＳ２０１肯定）
、設定情報選択部１６ｂは、解析対象となる超音波画像のビュー情報を画像メモリ１５か
ら取得する（ステップＳ２０２）。
【００５５】
　そののち、設定情報選択部１６ｂは、取得したビュー情報に対応する解析ツールおよび
解析用パラメータを選択して（ステップＳ２０３）、処理を終了する。すなわち、設定情
報選択部１６ｂは、画像解析部１８が格納している各種解析ツールから、取得したビュー
情報に応じた解析ツールを選択し、取得したビュー情報を対応付けられている超音波画像
を、選択した解析ツールを用いて解析するための解析用パラメータを選択する。
【００５６】
　上述してきたように、実施例１では、表示制御部１６ａは、モニタ２にて表示された超
音波画像を参照した操作者から入力装置３を介して超音波画像の保存要求を受け付けると
、モニタ２に表示されている超音波画像を、当該超音波画像の生成時における超音波の走
査領域の情報を示すビュー情報とともに画像メモリ１５に格納する。そして、設定情報選
択部１６ｂは、操作者によって画像解析の対象として指定された超音波画像のビュー情報
を、画像メモリ１５から取得する。
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【００５７】
　そして、設定情報選択部１６ｂは、画像解析部１８が格納している各種解析ツールから
、取得したビュー情報に応じた解析ツールと、選択した解析ツールを用いて解析するため
の解析用パラメータを選択する。
【００５８】
　したがって、実施例１によれば、操作者は、超音波画像の生成時における走査領域の位
置情報や超音波画像に描出されている検査対象臓器の形状に応じて、超音波画像を解析す
るための各種設定情報を手動で入力することなく、自動的に選択された解析ツールおよび
解析用パラメータを用いて、即座に超音波画像の解析を行なうことができ、上記した主た
る特徴の通り、超音波画像の解析を迅速に行なうことが可能となる。また、実施例１によ
れば、即座に超音波画像の解析を行なって診断情報を迅速に抽出することができるので、
画像診断に要する時間を短縮することが可能となる。
【実施例２】
【００５９】
　上述した実施例１では、画像保存時に超音波画像とともに保存されたビュー情報を用い
て、解析対象となる超音波画像を解析するための各種設定情報を選択する場合について説
明したが、実施例２では、画像処理により抽出されたビュー情報を用いて、解析対象とな
る超音波画像を解析するための各種設定情報を選択する場合ついて、図７を用いて説明す
る。なお、図７は、実施例２における設定情報選択部を説明するための図である。
【００６０】
　実施例２における超音波診断装置は、図１を用いて説明した実施例１における超音波診
断装置と同様の構成からなるが、設定情報選択部１６ｂの処理が実施例１とは異なる。以
下、これを中心に説明する。
【００６１】
　実施例２においては、実施例１で説明した超音波画像保存時におけるビュー情報格納処
理は実行されない。このため、実施例２においては、設定情報選択部１６ｂによるビュー
情報抽出処理が行なわれる。
【００６２】
　すなわち、実施例２の設定情報選択部１６ｂは、操作者によって画像解析の対象として
指定された超音波画像から取得した特徴量に基づいて、当該超音波画像のビュー情報を抽
出する。
【００６３】
　例えば、設定情報選択部１６ｂは、図７に示すように、指定された超音波画像を閾値処
理することで、２値化した超音波画像を生成する。そして、設定情報選択部１６ｂは、図
７に示すように、２値化した超音波画像を解析することで、４つの心腔を特徴量として取
得する。そして、設定情報選択部１６ｂは、図７に示すように、４つの心腔が特徴量とし
て取得されたことから、指定された超音波画像が、右心房（ＲＡ）、右心室（ＲＶ）、左
心房（ＬＡ）および左心室（ＬＶ）が描出されている心尖部四腔像であるとして、「ビュ
ー情報：心尖部四腔像」を抽出する。
【００６４】
　そして、設定情報選択部１６ｂは、抽出したビュー情報に基づいて、実施例１と同様に
、解析ツールおよび解析用パラメータの設定を行なう。
【００６５】
　なお、本実施例では、２値化処理などの画像処理により超音波画像からビュー情報を抽
出する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ビュ
ー情報に対応する代表的な超音波画像を鋳型画像として予め記憶しておき、指定された超
音波画像と鋳型画像とをパターンマッチングすることにより、ビュー情報を抽出する場合
であってもよい。
【００６６】
　また、本実施例では、設定情報選択部１６ｂによりビュー情報が抽出される場合につい
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て説明したが、本発明がこれに限定されるものではなく、画像解析部１８や別途設置した
画像処理を行なう処理部によりビュー情報が抽出される場合であってもよい。
【００６７】
　次に、図８を用いて、実施例２における超音波診断装置の処理について説明する。図８
は、実施例２における超音波診断装置の設定情報選択処理を説明するためのフローチャー
トである。なお、実施例２における超音波診断装置の画像保存処理は、図５を用いて説明
したステップＳ１０２において、表示されている超音波画像のみを画像メモリ１５に格納
することが実施例１と異なるので、説明を省略する。
【００６８】
　図８に示すように、実施例２における超音波診断装置は、操作者から入力装置３を介し
て、解析対象となる超音波画像の指定を受け付けると（ステップＳ３０１肯定）、設定情
報選択部１６ｂは、解析対象となる超音波画像の特徴量を取得してビュー情報を抽出する
（ステップＳ３０２）。
【００６９】
　そして、設定情報選択部１６ｂは、抽出したビュー情報に対応する解析ツールおよび解
析用パラメータを選択して（ステップＳ３０３）、処理を終了する。
【００７０】
　上述してきたように、実施例２では、解析対象として指定された超音波画像からビュー
情報を抽出することで、解析ツールおよび解析用パラメータの選択を行なうことができ、
ビュー情報の格納処理を実行しなくとも、超音波画像の解析を迅速に行なうことが可能と
なる。
【００７１】
　なお、上記した実施例１および２では、心臓を検査対象とした検査プロトコルにより撮
影された超音波画像を解析する際に、設定情報選択部１６ｂにより解析ツールおよび解析
用パラメータが選択される場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものでは
なく、例えば、胎児を検査対象とした検査プロトコルにより撮影された超音波画像を解析
する際に、設定情報選択部１６ｂにより解析ツールおよび解析用パラメータが選択される
場合であってもよい。
【００７２】
　また、上記した実施例１および２では、超音波診断装置において、ビュー情報に基づい
た解析ツールおよび解析用パラメータが選択される場合について説明したが、本発明はこ
れに限定されるものではなく、超音波画像を解析するために別途設置された画像解析装置
において、ビュー情報に基づいた解析ツールおよび解析用パラメータが選択される場合で
あってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　以上のように、本発明に係る超音波診断装置および画像解析装置は、超音波画像を画像
解析する場合に有用であり、特に、超音波画像の解析を迅速に行なうことに適する。
【符号の説明】
【００７４】
　１　超音波プローブ
　２　モニタ
　３　入力装置
　１０　装置本体
　１１　送受信部
　１２　Ｂモード処理部
　１３　ドプラ処理部
　１４　画像生成部
　１５　画像メモリ
　１６　制御部
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　１６ａ　表示制御部
　１６ｂ　設定情報選択部
　１７　内部記憶部
　１８　画像解析部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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